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定時株主総会招集のための基準日（権利確定日）設定に関するお知らせ 

 

当社は、2021年７月 14日(シンガポール標準時間。以下同じ）開催の取締役会において、下記の

とおり、定時株主総会招集のための基準日（権利確定日）を設定することを決議しておりますので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．定時株主総会に係る基準日（権利確定日）について 

 

当社は、2021 年９月 29 日に、シンガポールにて定時株主総会を開催することを予定しておりま

す。この定時株主総会において議決権を行使することができる者を確定するため、2021年８月３日

を当社普通株式有価証券信託受益証券(以下「ＪＤＲ」といいます。）の受益者(以下「ＪＤＲ受益者」

といいます。）との関係での基準日（権利確定日）と定め、同日における受益者として振替口座簿に

記載又は記録されたＪＤＲ受益者が受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を通じてその議決

権を行使することができる者とします。 

なお、当社は 2021 年６月 29日の上場の際には、ＪＤＲ受益者の議決権行使指図及び分配金に係

る基準日（権利確定日）は、原則として信託財産である当社普通株式に係る基準日と同日と公表し

ておりましたが、この基準日（権利確定日）を８月３日（当社普通株式に係る基準日は、2021年９

月 29 日）に設定することでＪＤＲ受益者への株主総会書類及び議決権行使指図書を国内株式と同

様の手順で交付することが可能になります。 

具体的には、ＪＤＲ受益者は、ＪＤＲの受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に対して議決

権の行使に係る指図を提出することを通じて、当社株主総会において間接的に議決権を行使するこ

とができます。前述の定時株主総会に関して当該議決権の行使に係る指図を行うことができるのは、

2021 年８月３日(日本時間）における受益者として振替口座簿に記載又は記録されたＪＤＲ受益者

となります。なお、株主総会の招集通知及び議決権の行使に係る指図書等の書面は、ＪＤＲの受託

者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社より当該ＪＤＲ受益者に本年９月３日（予定）に郵送にて交

付いたしますので、９月 21日（予定）の議決権行使等指図締切りまでに返送をお願い致します。 

 

２．定時株主総会開催予定日 

 

2021年９月 29日 

 

以上 


